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令 和 ５ 年 度  第３回定例教育委員会  会議録 

 

１ と き   令和5年6月28日（水）14:00～14:50 

 

２ ところ   大垣市役所6階 教育委員会室 

 

３ 出席委員  細江敦教育長、河合保孝委員、堀哲也委員、沼口諭委員、松岡敦子委員 

 

４ 事務局   平松事務局長、鈴木庶務課長、小塩庶務課長、伊藤学校教育課長、 

山田教育総合研究所長、林社会教育スポーツ課長、 

鈴木文化振興課長、髙橋学校給食センター所長、橋本図書館長、 

平野日本昭和音楽村主幹、吉安庶務課主幹、中野庶務課主査 

 

５ 傍聴者   1人 

 

６ 議 題 

 

議第２７号  大垣市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

施行規則の制定について 

議第２８号  大垣市学力向上推進委員会委員の委嘱について 

議第２９号  大垣市新しい学校の在り方検討委員会委員の委嘱について 

議第３０号  大垣市若森会館運営協議会委員の委嘱について 

議第３１号  大垣市教育委員会事務局の課長等の人事について 

 

報告事項  

１ 令和5年第2回大垣市議会定例会の報告について 

２ 大垣市教育総合研究所運営委員会の報告について 

３ 大垣市日本昭和音楽村運営協議会の報告について 

４ 寄附採納について 

 

７ その他 

   議第28号から議第31号、報告事項4については、14時35分～14時50分に非公開にて

開催した。 
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 開会 14:00 

発言者 発言内容 

細江  教育

長 

それでは、ただいまより、令和5年度第3回定例教育委員会を開催しま

す。本日の議事日程をご覧ください。議事日程に非公開で審議すべき案

件が記載されておりますが、このとおり扱うことにご異議ありません

か。 

＜異議なしの声＞ 

非公開については、このとおり扱うものといたします。 

それでははじめに、 

議第27号「大垣市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関

する条例施行規則の制定について」説明をお願いします。 

小塩  庶務

課長 

議第27号「大垣市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関

する条例施行規則の制定について」 

 

条例等の規定において書面等により行うこととされている行政手続き

を、当該条例を改正することなくインターネット等で行えるようにする

ため、「大垣市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」及び「大

垣市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則」が制定

されました。 

これに伴い、教育委員会においても、新たに「大垣市教育委員会情報

通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則」を制定いたしま

す。 

条例の施行については、「大垣市情報通信技術を活用した行政の推進

に関する条例施行規則」の例によるものでございます。 

これにより、条例等において、書面等により行うことが規定されてい

る、申請や手数料及び使用料の納付を、インターネットで行うことがで

きるようになります。 

また、署名等が規定されている手続きが、個人番号カードの電子証明

書で出来るほか、申請等に際し添付することが規定されているものを、

個人番号カードで確認できる場合は添付を省略することができるように

なります。 

河合 委員  今まで紙で申請していたものが、インターネット等を通じて紙に書か

なくても手軽にできるということでよろしいですか。 

小塩  庶務 すべての申請ではございませんが、条例等の規定において書面等によ
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発言者 発言内容 

課長 り行うことされている行政手続きについて、条例を改正することなくイ

ンターネットで行うことができるようになります。 

規則等に掲げてあり、インターネット等を通じて手続きができるもの

については、既にインターネットで申請ができます。 

河合 委員 すべての申請が、書面からインターネットで出来るようになるわけで

はないのですね。 

小塩  庶務

課長 

書面に印鑑が必要というものは出来ません。大垣市のホームページに

「電子申請サービス」がありますので、そのページに出来る限り掲載し

ていくという流れです。今回は、条例等に規定されているものについて、

条例を改正することなく、インターネット等で出来るようにするという

趣旨でございます。 

河合 委員 様々なインターネットウイルスが存在しておりますし、最近ではチャ

ットＧＰＴやマイナンバーカードなどで問題も起きております。そうい

った不正だとか間違い等が起きないようにしていただきたいと思いま

す。そのあたりについて書かれているのでしょうか。 

小塩  庶務

課長 

今回の規則につきましては、事務手続き上のことがメインでございま

す。 

河合 委員 最近のマイナンバーカードのような事がないようにだけお願いしたい

と思います。 

細江  教育

長 

ほかご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

それでは、議第27号議案について、承認してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

議第27号議案は承認されました。 

 

それでは、報告事項に参ります。 

報告事項1「令和5年第2回大垣市議会定例会の報告について」説明を 

お願いします。 

鈴木  庶務

課長 

報告事項１「令和5年第2回大垣市議会定例会の報告について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

河合 委員 「学校の校庭等における危険物の総点検について」について、3年前に

校庭と道路の間のブロック塀が倒壊して、お子さんが亡くなられるとい

うことがありました。 

小中学校にも、いまだにブロック塀があるのか、それは危険な状態で
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発言者 発言内容 

はないか、また遊具に関していえば、安全に使用できる状態なのか、事

故が起きない状態なのかといったことも含めて、点検されているという

ことでよろしいですか。 

鈴木  庶務

課長 

先生による目視点検や、業者による点検を行っております。 

また、危険な箇所等が発見されましたら、即対応しております。 

細江  教育

長 

今回発生した事故を受けて、各小中学校すべて確認いたしました。そ

れに合わせて異常箇所や危険箇所はないか、報告していただくようお願

いをいたしました。 

遊具につきましては、専門の業者が点検を行い、点検結果についての

報告を毎年いただいております。 

河合 委員 昔は、グラウンドのラインは樹脂の紐のようなもので止められていた

り、スプリンクラーはグラウンドが下がってきて浮いてしまっていたり

していて、それに躓いて転ぶことがありました。 

鈴木  庶務

課長 

今回の事故はグラウンドの釘が突き出ていたということですが、本市

の場合は、Ｕ字型になっており、突き出るという形にはなっておりませ

んし、釘は使っておりません。一部のテニスコート等、どうしても釘で

やらなくてはいけないところはございますが、全て確認し、釘が出てい

るという箇所はなく安全を確認しております。 

細江  教育

長 

以前、スプリンクラーは地中埋込型でしたが、グラウンド改修の際に

放水銃で水を撒くスプリンクラーに替えています。 

細江  教育

長 

ほかにご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それでは次の報告事項

に参ります。 

 

報告事項2「大垣市教育総合研究所運営委員会の報告について」説明を

お願いします。 

山田  教育

総合研究所

長 

報告事項2「大垣市教育総合研究所運営委員会の報告について」 

 

⑴ 「自ら学び続ける教師」の実現井向けたサポート体制の構築のため

に取り組んでいること 

⑵ いじめ・不登校未然防止と支援・対応について取り組んでいること    

2点についてご説明をいたしました。委員からは、 

⑴につきましては、 

・タブレット導入された結果、活用はできるようになっているが対話的
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発言者 発言内容 

な学びにまで発展させていくことはなかなか難しく、これからと感じ

ている。 

⑵につきましては、 

・就学前の時点からのアセスメントの重要性を強く感じている。 

などのご意見をいただきました。 

細江  教育

長 

ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。それでは次の報告事項に参り

ます。 

 

報告事項3「大垣市日本昭和音楽村運営協議会の報告について」説明を

お願いします。 

平野  日本

昭和音楽村

主幹 

報告事項3「大垣市日本昭和音楽村運営協議会の報告について」 

日本昭和音楽村の運営について、委員からは特に発言がありませんで

した。開館30周年記念事業について、さまざまなご意見をいただきまし

た。 

 また、令和4年度の事業実績のほか、令和5年度事業計画、特に新規事

業として、江口夜詩生誕120周年記念事業や、6月1日から募集しているク

ラウドファンディングの経過報告をいたしました。 

細江  教育

長 

ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

 

それでは、非公開の議案に入ります。 

議第28号「大垣市学力向上推進委員会委員の委嘱について」 

議第29号「大垣市新しい学校の在り方検討委員会の委嘱について」 

説明をお願いします。 

伊藤  学校

教育課長 

議第28号「大垣市学力向上推進委員会委員の委嘱について」 

議第29号「大垣市新しい学校の在り方検討委員会の委嘱について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

 ＜非公開＞ 

細江  教育

長 

それでは、28号、29号議案について、承認してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

28号、29号議案は承認されました。 

 

次に、議第30号「大垣市若森会館運営協議会委員の委嘱について」説

明をお願いします。 



6 

発言者 発言内容 

林  社会教

育スポーツ

課長 

議第30号「大垣市若森会館運営協議会委員の委嘱について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

細江  教育

長 

それでは、議第30号議案について、承認してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

議第30号議案は承認されました。 

次に、議第31号「大垣市教育委員会事務局の課長等の人事について」

説明をお願いします。 

鈴木  庶務

課長 

議第31号「大垣市教育委員会事務局の課長等の人事について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

細江  教育

長 

それでは、議第31号議案について、承認してよろしいか。 

＜異議なしの声＞ 

議第31号議案は承認されました。 

 

それでは、次に非公開の報告事項に入ります。 

報告事項4「寄附採納について」説明をお願いします。 

鈴木  庶務

課長 

報告事項4「寄附採納について」 

＜別紙資料にて説明＞ 

細江  教育

長 

ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

このほか、全体を通じて何かございましたら、ご発言をお願いいたし

ます。 

河合 委員 「大垣市新しい学校の在り方検討委員会の委嘱について」のところで、

堀委員がご質問されたことに私も同じことを感じたのですが、部活動の

地域移行について、かなりいろいろな問題があります。 

部活動の地域移行については、大垣市新しい学校の在り方検討委員会

とは別の組織で検討するとお伺いしましたが、かなり関連が出てくるの

ではないかと思います。両方の組織で委員として重なっている方もいら

っしゃるかはわかりませんが、新しい学校の在り方検討委員会と、部活

動の地域移行について協議する組織とが、連携をとれるような形が必要

なのではないかと思いました。部活動の地域移行という大きな問題は、

新しい学校の在り方の中でも出てくる関連してくると思いますのでぜひ

お互いの情報交換を行うなど、委員会が別だからというのではなく、連

携をもって進めていただきたいと思います。 
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発言者 発言内容 

細江  教育

長 

もともとは、大垣市新しい学校の在り方検討委員会の検討事項の中に

部活動の地域移行の検討と業務の改善がありましたが、部活動の地域移

行が、ずいぶん重くなってきましたので、特出しをして位置づけただけ

ですので、意図としては同じ並びですし、委員としては重なっている方

もいらっしゃいます。 

もちろん、担当が教育委員会部局で、同じ職員が担当しておりますの

で、ここでも連携は図れていますし、学校等に組織的に考えていただく

だけではなくて、教育委員会の中の各課も連携しながらプロジェクトチ

ームを作って対応させていただいております。 

細江  教育

長 

特にご発言もないようですので、これをもちまして、本日の定例教育

委員会を閉会させていただきます。 

鈴木  庶務

課長 

＜次回開催＞ 

と き 令和5年7月21日（金）13:30～ 

ところ 大垣市役所4階 情報会議室 

閉会 14:50 


